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れ
る
方
③
就
業
ま
た
は
育
児
と
修

業
の
両
立
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
方

　
【
対
象
資
格
】
看
護
師
（
準
看
護

師
を
含
む
）、
介
護
福
祉
士
、
保
育

士
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、

保
健
師
、
助
産
師
、
理
容
師
、
美

容
師
な
ど

　
【
支
給
額
】市
民
税
が
課
税
の
方

は
月
額
７
万
５
０
０
円
、
非
課
税

の
方
は
月
額　

万
１
０
０
０
円

１４

（　

年
３
月　

日
ま
で
に
修
業
し

２４

３１

て
い
る
方
の
支
給
期
間
は
修
業
期

間
全
期
間
）

　
【
事
前
相
談
】支
給
対
象
の
確
認

な
ど
が
必
要
で
す
。
子
育
て
支
援

課
緯
４
７
０
・
７
７
３
６
へ
電
話

予
約
の
上
、
事
前
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い　

　

詳
し
く
は
同
課
へ
。

　

３
月　

日
に
開
か
れ
た
第
１
回

２８

市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
国
民

健
康
保
険
特
別
会
計
、
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
、
介
護
保
険
特

別
会
計
、
下
水
道
事
業
特
別
会
計

の
４
特
別
会
計
に
つ
い
て
予
算
が

成
立
し
ま
し
た
。
一
般
会
計
に
つ

い
て
は
、
同
定
例
会
で
予
算
が
否

決
さ
れ
、
３
月　

日
に
開
か
れ
た

３０

第
２
回
市
議
会
臨
時
会
に
お
い
て
、

４
月
〜
７
月
ま
で
を
期
間
と
す
る

暫
定
予
算
が
成
立
し
ま
し
た
。

　

暫
定
予
算
と
は
、
歳
入
歳
出
予

算
が
年
度
開
始
前
に
成
立
す
る
見

込
み
の
な
い
場
合
な
ど
に
、
市
民

生
活
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
当
面
必
要
で
あ

る
経
費
を
、
期
間
を
定
め
て
執
行

す
る
つ
な
ぎ
予
算
で
す
。

　

今
後
は
年
間
の
予
算
案
を
早
急

に
取
り
ま
と
め
、
６
月
の
市
議
会

定
例
会
に
提
案
す
る
予
定
で
す
。

　

詳
し
く
は
財
政
課
緯
４
７
０
・

７
７
０
６
へ
。

　

各
種
手
当
の
ご
案
内
と
と
も
に
、

手
当
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な

お
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別

障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当

に
つ
い
て
は
、　

年
度
か
ら
手
当

２３

額
が
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る　
２０

歳
未
満
の
児
童
を
監
護
し
て
い
る

父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
、

児
童
の
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
に

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

①
愛
の
手
帳
１
〜
３
度
程
度

　

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級

程
度

　

③
長
期
間
安
静
を
必
要
と
す
る

病
状
ま
た
は
精
神
の
障
害
に
よ
り
、

日
常
生
活
に
著
し
い
制
限
を
受
け

る
児
童

　

※
申
請
者
本
人
・
配
偶
者
お
よ

び
扶
養
義
務
者
の
所
得
制
限
が
あ

り
ま
す
。

　
【
手
当
月
額
】１
級
が
５
万
５
５

０
円
、
２
級
が
３
万
３
６
７
０
円

特
別
障
害
者
手
当

　
　

歳
以
上
で
重
度
の
障
害
が
あ

２０
る
た
め
、
日
常
生
活
に
常
時
特
別

の
介
護
が
必
要
な
方
（
お
お
む
ね

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
程
度

の
方
ま
た
は
、
愛
の
手
帳
１
・
２

度
程
度
の
方
で
障
害
が
重
複
し
て

い
る
方
、
こ
れ
ら
と
同
等
の
疾
病
、

精
神
障
害
の
方
）
に
支
給
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
お
よ

び
３
カ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
方

に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

※
本
人
お
よ
び
扶
養
義
務
者
の

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。　

　
【
手
当
月
額
】２
万
６
３
４
０
円

障
害
児
福
祉
手
当

　
　

歳
未
満
で
重
度
の
障
害
が
あ

２０
る
た
め
、
日
常
生
活
に
常
時
介
護

を
必
要
と
す
る
方
（
身
体
障
害
者

手
帳
１
・
２
級
程
度
、
ま
た
は
愛

の
手
帳
１
・
２
度
程
度
の
方
ま
た

は
、
こ
れ
ら
と
同
等
の
疾
病
、
精

神
障
害
の
方
）
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
施
設
入
所
者
お
よ
び
障

害
年
金
な
ど
の
受
給
者
に
は
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

　

※
本
人
お
よ
び
扶
養
義
務
者
の

所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
当
月
額
】１
万
４
３
３
０
円

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

　
　

歳
以
上
で
心
身
に
障
害
の
あ

２０
る
方
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
の
方
、
愛
の
手
帳
１
〜
３
度
の

方
、
脳
性
ま
ひ
ま
た
は
進
行
性
筋

萎
〈
い
〉
縮
症
の
方
）
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
に
入
所

し
て
い
る
方
ま
た
は
、　

歳
以
上

６５

で
新
た
に
手
帳
を
取
得
し
た
方
は

受
給
で
き
ま
せ
ん
。

　

※
本
人
の
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。　　

　
【
手
当
月
額
】１
万
５
５
０
０
円

重
度
心
身
障
害
者
手
当

　

重
度
の
心
身
障
害
の
た
め
、
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
方

（
重
度
の
知
的
障
害
で
常
時
特
別

な
介
護
を
必
要
と
す
る
方
、
重
度

の
知
的
障
害
と
身
体

障
害
の
重
複
障
害
の

方
、
重
度
の
肢
体
不

自
由
で
四
肢
機
能
が

失
わ
れ
、
座
っ
て
い

る
こ
と
が
困
難
な
方
）
に
支
給
さ

れ
ま
す
。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者

お
よ
び
３
カ
月
以
上
入
院
し
て
い

る
方
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
当
月
額
】
６
万
円

　

詳
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当

に
つ
い
て
は
子
育
て
支
援
課
助
成

係
緯
４
７
０
・
７
７
３
６
、
そ
の

ほ
か
の
手
当
に
つ
い
て
は
障
害
福

祉
課
緯
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

　

市
で
は
、
母
子
家
庭
の
母
が
就

職
に
向
け
た
能
力
開
発
講
座
な
ど

に
取
り
組
め
る
よ
う
、
本
人
が
支

払
っ
た
受
講
費
用
の
一
定
割
合
を

支
給
す
る
「
自
立
支
援
教
育
訓
練

給
付
金
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
経
済
的
負
担
の
軽
減

を
図
る
こ
と
で
、
よ
り
生
活
の
安

定
に
つ
な
が
る
専
門
資
格
の
取
得

が
容
易
に
な
る
よ
う
、
看
護
師
や

保
育
士
な
ど
の
養
成
機
関
で
の
一

定
の
受
講
期
間
に
つ
い
て
経
済
的

援
助
を
行
う
「
高
等
技
能
訓
練
促

進
費
事
業
」
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

自
立
支
援
教
育
訓
練 

給

付

金

事

業

　
【
対
象
】
母
子
家
庭
の
母
で
、
次

の
①
〜
③
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

方
　

①
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
か
、
ま
た
は
そ
の
支
給
要
件

と
同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る
方
②

雇
用
保
険
法
に
よ
る
教
育
訓
練
給

付
の
受
給
資
格
が
な
い
方
③
就
業

経
験
や
技
能
ま
た
は
資
格
の
取

得
・
労
働
市
場
な
ど
の
状
況
を
判

断
し
、
当
該
講
座
の
受
講
が
適
職

に
就
く
た
め
に
適
当
と
認
め
ら
れ

る
方

　
【
対
象
講
座
】雇
用
保
険
制
度
に

お
け
る
給
付
対
象
の
「
厚
生
労
働

大
臣
指
定
教
育
訓
練
講
座
一
覧
」

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
（
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
の
雇
用
保
険
給
付
課
ま
た
は

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲

覧
で
き
ま
す
）

　
【
支
給
額
】修
了

し
た
講
座
で
本
人

が
支
払
っ
た
受
講

料
の　

舒
相
当
額

２０

（
上
限
は　

万
円
。

１０

４
０
０
０
円
以
下

は
給
付
対
象
外
）

　
【
事
前
相
談
】対

象
講
座
の
受
講
前

に
、
子
育
て
支
援

課
緯
４
７
０
・
７

７
３
６
へ
電
話
予

約
の
上
、
相
談
し

て
く
だ
さ
い
（
市
の
講
座
指
定
が

必
要
で
す
）。
な
お
、事
前
相
談
を

行
わ
ず
受
講
し
た
場
合
は
、
原
則

と
し
て
給
付
金
は
支
給
さ
れ
ま
せ

ん高
等
技
能
訓
練 

促

進

費

事

業

　
【
対
象
】母
子
家
庭
の
母
で
次
の

①
〜
③
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方

　

①
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て

い
る
か
、
ま
た
は
そ
の
支
給
要
件

と
同
様
の
所
得
水
準
に
あ
る
方
②

修
業
年
限
が
２
年
以
上
の
養
成
機

関
に
お
い
て
一
定
の
課
程
を
修
業

し
、
対
象
資
格
の
取
得
が
見
込
ま

　

介
護
保
険
料
は
、
毎
年
７
月
に

市
民
税
の
課
税
内
容
な
ど
を
基
に

決
定
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
４
月

や
６
月
、
８
月
の
保
険
料
は
仮
徴

収
と
し
て
、
２
月
と
同
額
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

７
月
に
保
険
料
が
決
定
し
た
後
、

年
間
保
険
料
額
と
仮
徴
収
額
と
の

差
額
を
、　

月
、　

月
、
翌
年
２

１０

１２

月
の
３
回
に
分
け
て
納
め
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

年
度
の
介
護
保
険
料
は
７
月

２３
中
旬
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

※
４
月
、
６
月
、
８
月
の
保
険

料
額
と
比
べ
て
、
年
度
後
半
の　
１０

月
、　

月
、
翌
年
２
月
の
保
険
料

１２

が
大
幅
に
増
額
ま
た
は
減
額
に
な

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、

年
間
の
天
引
き
額
を
平
準
化
す
る

た
め
に
、
６
月
・
８
月
の
仮
徴
収

額
を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

変
更
し
た
場
合
は
、
個
別
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
保
険
係

（
内
線
４
９
１
０
、４
９
１
１
）へ
。 　

教
育
委
員
会
で
は
、　

年
度
か

２４

ら
市
立
中
学
校
で
使
用
す
る
教
科

書
を
採
択
す
る
た
め
、「
教
科
書
選

定
調
査
委
員
会
」
を
設
置
し
、
そ

の
委
員
を
市
民
か
ら
公
募
し
ま
す
。

　
【
募
集
人
数
】
２
人
（
応
募
者
多

数
の
場
合
は
抽
選
）

　
【
応
募
資
格
】市
内
在
住
で　

歳
２０

以
上
の
方
。
た
だ
し
、「
市
民
公
募

に
関
す
る
要
領
」
の
欠
格
事
項
に

該
当
し
な
い
方

　

申
し
込
み
は
４
月　

日
（
金
）

１５

〜　

日
（
木
）
の
平
日
午
前
８
時

２８
半
〜
午
後
５
時　

分
に
指
導
室

１５

（
市
役
所
６
階
）
で
配
布
す
る
応

募
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、

本
人
が
直
接
同
室
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
室
緯
４
７
０
・
７

７
８
１
へ
。

　

木
造
住
宅
耐
震
診
断
と
は
、
地

震
に
対
す
る
住
宅
の
安
全
性
を
調

査
す
る
も
の
で
す
。
市
で
は
、
こ

の
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
要
し

た
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。　　
　
　

　
【
助
成
金
額
】耐
震
診
断
に
要
し

た
費
用
（
消
費
税
を
除
く
）
の
２

分
の
１
以
内
（
１
０
０
０
円
未
満

の
端
数
は
切
り
捨
て
）
で
、
５
万

円
を
限
度
と
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

助
成
金
の
交
付
は
予
算
の
範
囲
内

で
、
同
一
の
住
宅
に
対
し
て
１
回

を
限
度
と
し
ま
す

　
【
助
成
対
象
住
宅
】昭
和　

年
５

５６

月　

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
市
内

３１
に
存
す
る
木
造
住
宅
で
、
自
己
所

有
で
住
居
と
し
て
使
用
し
て
い
る

地
上
３
階
（
地
階
は
除
く
）
ま
で

の
戸
建
住
宅
（
店
舗
な
ど
の
併
用

住
宅
も
含
む
）

　
【
助
成
対
象
と
な
る
方
】助
成
対

象
住
宅
を
所
有
す
る
個
人
（
複
数

の
個
人
が
共
有
す
る
場
合
は
、
共

有
者
全
員
に
よ
っ
て
合
意
さ
れ
た

代
表
者
）
で
、
現
在
そ
こ
に
お
住

ま
い
の
方
。
ま
た
お
住
ま
い
の
方

全
員
が
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

こ
と

　
【
診
断
機
関
】市
で
は
診
断
機
関

木
造
住
宅
耐
震
診
断

助
成
制
度
を
実
施
し
て
い
ま
す

を
指
定
し
て
い
ま
す
。
次
の
診
断

機
関
以
外
で
の
申
請
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

▼
市
長
が
認
め
た
建
築
士
▼
社

団
法
人
東
京
都
建
築
士
事
務
所
協

会
北
部
支
部
の
会
員
▼
東
京
都
木

造
住
宅
耐
震
診
断
事
務
所
登
録
制

度
実
施
要
綱
に
基
づ
く
耐
震
診
断

事
務
所

　

助
成
手
続
き
な
ど
、
詳
細
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
施
設
管

理
課
６
番
窓
口
で
配
布
す
る
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
建
築
営
繕
係
緯

４
７
０
・
７
７
５
６
へ
。

教
科
書
選
定
調
査
委
員
会

　
　
　
　

委
員
を
募
集
し
ま
す

　

歳
に
な
っ
た
ら 

２０「
国
民
年
金
」

　
　

歳
を
迎
え
る
と
、
さ
ま
ざ

２０
ま
な
権
利
と
と
も
に
義
務
も
生

ま
れ
ま
す
。
国
民
年
金
に
加
入

す
る
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
す
。

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
ん

で
い
る　

歳
〜　

歳
の
す
べ
て

２０

６０

の
方
が
加
入
し
て
、
や
が
て
誰

に
も
訪
れ
る
老
後
の
所
得
保
障

だ
け
で
な
く
、
障
害
や
死
亡
と

い
っ
た
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ

り
私
た
ち
の
生
活
の
安
定
が
損

な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

み
ん
な
で
前
も
っ
て
保
険
料
を

出
し
合
い
、
お
互
い
を
支
え
合

う
制
度
で
す
。

　
　

歳
に
な
る
方
は
、
国
民
年

２０
金
へ
の
加
入
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。
な
お
、
学
生
の
方
や
収

入
が
少
な
く
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
場
合
は
、「
学
生
納
付
特

例
」
や
「
若
年
者
納
付
猶
予
」

な
ど
、
保
険

料
の
支
払
い

を
猶
予
す
る

制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、

保
険
年
金
課

（
市
役
所
１

階
）
で
国
民

年
金
の
加
入
手
続
き
と
併
せ
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、　

年
度
の
学
生
納
付

２３

特
例
の
申
請
は
、
４
月
１
日
か

ら
同
課
で
受
け
付
け
て
い
ま
す

（
年
度
ご
と
の
申
請
）。さ
ら
に
、

４
月
中
は　

年
度
（　

年
４
月

２２

２２

〜　

年
３
月
分
）
の
学
生
納
付

２３
特
例
の
申
請
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
申
請
を
行
う
方
は
、
年

金
手
帳
と
申
請
す
る
年
度
に
有

効
な
学
生
証
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
同
居
の
家
族
が
申
請
す

る
場
合
は
、
印
鑑
（
認
め
印
）

も
必
要
で
す
。

　

※
学
生
で
は
な
い　

歳
未
満

３０

の
方
は
、
被
保
険
者
・
配
偶
者

の
前
年
の
収
入
が
一
定
基
準
以

下
の
場
合
、
若
年
者
納
付
猶
予

が
利
用
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
武
蔵
野
年
金
事
務

所
緯
０
４
２
２
・　

・
１
４
１

５６

１
ま
た
は
、
市
保
険
年
金
課
緯

４
７
０
・
７
７
３
２
へ

　

年
度

２３
　
「
一
般
会
計
暫
定
予
算
」

　
「
特
別
会
計
予
算
」

　
　
　
　
　
　

が
成
立
し
ま
し
た

仮徴収のご案内

介護保険料特別徴収
（年金天引き）の方へ

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業

高
等
技
能
訓
練
促
進
費
事
業

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
の
就
職
を
支
援
し
ま

母
子
家
庭
の
お
母
さ
ん
の
就
職
を
支
援
し
ま
すす

◆厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/general/
seido/koyou/bosikatei/1.html

障害をお持ちの方へ

各種手当の
ご 案 内


